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八代市農業委員会総会議事録 
 

１． 開催日時 令和６年７月２９日（月）午後１４時０１分から午後１４時５４分 

 

２． 開催場所 八代市役所 ３階３０１会議室・３０２会議室 

 

３． 出席委員（17人） 

２番 吉永安圭美 

３番 平野英明 

４番 橋本一郎 

５番 萩本一浩 

６番 中村和人 

７番 深田 智 

職務代理者  ９番 内田孝光 

１０番 有馬日夫 

１１番 門田静子 

１２番 森本 健 

１３番 宮山卓也 

１４番 松本秀昭 

１５番 木村秀子 

職務代理者 １６番 本田友治 

      １７番 松田林一 

１８番 倉井正治 

１９番 吉田寛実 

 

 

４． 欠席委員（1人） 

会長    白石勝敏 

 

５． 出席推進委員（27人） 

吉田和功 

本田あゆ子 

福島正一 

齊藤光幸 

中 千代志 

鞍本敏男 

渡邊康之 

光永信一 

林田孝介 

矢鉾次義 

山﨑嘉智 

有村敏之 

髙木 淳 

杉本秀雄 

瀬本浩和 
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宮本光治郎 

福本啓治 

高橋豊 

上原誠 

福間定一 

藤山利秋 

橋本正治 

上村正弘 

上村武敏 

寺本和男 

黒田浩一郎 

岩村広人 

  

６． 議事日程 

第１  議案第２３号  農地法第３条（委員会）について 

第２  議案第２４号 農地法第４条（知事）について 

第３  議案第２５号 農地法第５条（知事）について 

第４  議案第２６号 農地法第５条事業計画変更申請について 

第５  議案第２７号 基盤強化法（農用地利用集積計画の公告）について 

第６  議案第２８号 農地中間管理事業法【農用地利用集積計画一括方式】に

ついて 

第７  議案第２９号 農用地利用集積等促進計画案について 

第８  議案第３０号 農地中間管理機構による農用地の買入協議について 

第９  議案第３１号 非農地証明願について 

第１０ 議案第３２号 農地法第３条買受適格者証明(委員会)について 

 

 

７．農業委員会事務局職員 

局長      柿本 光明 

主幹兼係長   田中 学 

主幹      小山 貴晴 

参事      井上 真由美 

   主任      竹見 清之 

   主事      村田 茜 

 

 

８．会議の概要 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会の開催に関し、注意事項を申し上げます。  

ご発言につきましては、会場の正面向かって左手側に設置しております演台の場所

にて発言をお願いします。 

総会時間の短縮や議事録作成の観点から、簡潔明瞭なご発言をお願いします。 

それでは、ただいまから７月の総会を開会したいと思います。 

本日は、白石会長から欠席の連絡が入っております。 

 本日の出席委員は、定足数に達しておりますので、総会は成立しております。 

 本日は、白石会長が欠席ですので、八代市農業委員会会議規則第５条の２「会

長に事故があるときは、総会においてあらかじめ定めた職務代理者が議長となり、

議事を整理する」とありますので、職務代理者の本田委員に議長をお願いします。 

 

皆さん、こんにちは。 

それでは、７月の農業委員会総会を始めます。総会の審議がスムーズに進行しま

すよう、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。最初に、本日の議事録署

名委員を指名します。 

９番 内田孝光委員、１０番 有馬日夫委員にお願いいたします。 

 

それでは、議事に入りますが、今月は法の性質上、先に審議しなければならない

議案がありますことから、議案書の議案番号順とならず、前後して進行しますの

で、よろしくお願いします。 

 それでは、最初に議案第２４号 農地法第４条の規定による許可申請につい

て、事務局より説明をお願いします。 

 

議案第２４号 農地法第４条の規定による許可申請について、議案書４ペ

ージのとおり付議いたします。今月の申請は２件で、内容につきましては、議

案書記載のとおりです。 

それでは、最初に農地転用許可の立地基準について説明いたします。 

 １番の案件は、農用地区域内の農地でありますが、農振法第８条第４項に

規定する農用地利用計画で指定された用途に供するものであるため、不許可

の例外規定に該当し、また無断転用であるため土地選定の代替地はなく、許

可は可能と判断しました。 

 なお、無断転用であることから、追認許可を得るための始末書が添付され

ております。 

 ２番の案件は、１０ヘクタール以上の広がりの区域内にある農地のため、

第１種農地に区分されますが、農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産

物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設の用に供するために行われ

るものであることから、不許可の例外規定に該当し、また無断転用のため土

地選定の代替地はなく、許可は可能と判断しました。 

 なお、無断転用であることから、追認許可を得るための始末書が添付され

ております。 
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 次に、一般基準について説明いたします。 

農地転用の確実性や、周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがないことなどか

ら、すべての案件が、許可は可能と判断いたしました。 

それでは、ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから

説明をお願いします 

 

１番、昭和。 

 

昭和の斎藤です。申請番号１番についてご説明いたします。申請地は、以前から

農業用資材置き場として使用されておりましたが、今回の売却にあたり、一部分で

ある申請地が転用許可を得ていないことが判明したことから申請になりました。な

お無断転用による始末書が添付されております。ご審議方よろしくお願いいたしま

す 

 

２番、千丁。 

 

千丁の福本です。この事案について説明いたします。今月２２日、深田委員他３

名で現地確認を行いました。事案の所在地は千丁町○○〇、申請人は４０年前にこ

の場所に農舎を建設しました。本年 1 月夫が亡くなり、相続の手続きを行っていた

ところ、本申請地が農業委員会の許可を得ていないことが判明しました。申請人は

農地法に違反することを充分反省して、今回の申請に至っております。問題はない

と思いますのでよろしくお願いします。 

 

以上の案件につきまして、皆さんから何か質問はございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで認めることといたします。よって申請を許可いたします。 

 

次に議案第２６号 農地法第５条事業計画変更承認申請について、を先に審議い

たします。事務局より説明をお願いします。 

 

議案第２６号 農地法第５条事業計画変更申請について、 

議案書８ページのとおり付議いたします。 

今月の申請は１件で、その内容は、議案書記載のとおりです。１番の案件は、令

和６年５月１０日付けで、農地転用許可を受けた事業計画について、新たに隣接す

る土地を取得し、事業計画区域を拡張するために必要となる承認申請です。 

当初の転用目的と変更なく、個人住宅及び資材置場として利用する内容となって

います。 
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申請地は、第２種農地に区分され、転用行為を行うのに必要な資力が確保されて

いること、用途に供する見込みが確実であること、などから、承認できると判断し

ました。 

なお、この案件については、議案第２５号 農地法第５条の規定による許可申請

について ６ページの申請番号６番と同時に申請がなされております。 

それでは、ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから説

明をお願いします。 

 

１番、高田。 

 

ご説明致します。この７月２６日、内田委員と現場に行ってまいりました。場所

としましては、○○○○○から山の方に入って△△△メートルぐらい行ったところ

の左側になります。□□□□□□との境になりますから、鉄道から８メートル引か

ないと資材置き場、住宅が設置できないということでございましたので、この隣に

なる農地を取得したいということで、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

以上の案件につきまして、皆さんから何か質問はございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで認めることといたします。 

 

次に、議案第２５号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局より

説明をお願いします。 

 

議案第２５号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案書５ページから７ページのとおり付議いたします。 

今月の申請は、所有権移転が６件、使用貸借権が１件、賃貸借権が２件、合計の

９件で、内容につきましては、議案書記載のとおりです。 

それでは、最初に農地転用許可の立地基準について説明いたします。 

５ページの１番から６ページの５番の案件は、用途地域内の農地であるため、第

３種農地に区分され、許可は可能と判断しました。 

６番の案件は、先程ご審議いただいた、議案第２６号「農地法第５条事業計画変

更」、８ページの申請番号１番と同時申請されている案件となります。当初の転用目

的と変更なく、個人住宅及び資材置場として利用しますが、新たに隣接する土地を

取得し、事業計画区域を拡張する内容となっています。 

申請地は、農業公共投資の対象となっていない、１０ヘクタール未満の、小集団

の、生産力の低い農地で、第２種農地に区分されます。土地選定の代替地について

検討済みであることから許可は可能と判断致しました。 

７ページをお願いします。７ページの７番の案件は、申請地は農振農用地区域内

にある農地に区分され、転用者は畜産業や太陽光発電業務及び電力の販売などを営
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議長 

 

 

 

 

推進委員 

む法人で、千丁町古閑出の田の一部に、平成３０年８月２１日付けの３年間の一時

転用許可に基づき、営農型太陽光発電設備を設置し、令和３年８月に、本県におけ

る初回更新時の特例を適用し、２年間の一時転用が許可されており、また、令和５

年８月に 1年間の一時転用で許可し更新されています。 

今回、一時転用期間の満了とともに、下部の農地の耕作者と作物を変更し、さら

に一時転用の更新を行うものです。 

土地利用計画の内容は、転用者が自ら耕作者となり、上部にて太陽光発電設備を

設置し発電事業を行うものですが、作物をこれまでのアシタバから飼料用米に変更

し、また畜産業を営んでいることから、飼料用米を自家利用として耕作する計画で

す。設備の内容は、前回と同様に、支柱の高さ３メートルから３．７メートルで、

太陽光パネル５５８枚、発電容量１５２．３キロワット、遮光率は７０．９％程度

であり、パネルの直下の農地面積は、１００２．９６平方メートルです。今回提出

されました営農計画書より、飼料用米については、作付面積２,７９８平方メートル

とし、１０アールあたり１,５００株を定植し、１０アール当たりの収穫量は４３０

キロを目標としています。また、地域の平均的な収穫量は、１０アール当たり５２

０キロであるので、平均値の８３パーセントとなる予定です。飼料用米の１０アー

ルあたりの平均的な収穫量に対する収穫見込み量は、知見者からの意見書及び熊本

県農業経営指標から、日照や通風など計画地の環境を踏まえた上で、年間を通して

適正な肥培管理を行うことで、基準値である１０アールあたり５２０キロの８０パ

ーセント以上の収量を上げることは可能とされていることから、一時転用許可は可

能と判断しました。 

次に、８番と９番の案件は、すでに個人住宅が建っている宅地に隣接する農地を

敷地拡張及び資材置場として利用するもので、ともにおおむね１０ヘクタール以上

の、広がりの区域内にある農地のため、第１種農地に区分されますが、集落に居住

する者の、日常生活上必要な施設で、集落に接続して設置されること、また、土地

選定の代替地について検討済みであることから、不許可の例外規定に該当し、許可

は可能と判断しました。 

なお、８番の敷地拡張の案件につきましては、無断転用であったため、追認許可

を得るための始末書が添付されております。 

次に、一般基準について説明いたします。農地転用の確実性や、周辺農地に悪影

響を及ぼす恐れがないこと、などから、すべての案件が、許可は可能と判断いたし

ました。 

それでは、ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

今月の所有権移転申請は、売買による取得が５件、贈与による取得が２件ありま

した。地目は、田 １万４,８８７平方メートル、畑 ４,０１４平方メートル、計 １

万８,９０１平方メートルです。内容につきましては、議案書記載どおりです。これ

らは、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たして

いると考えます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから

説明をお願いします。 

 

１番、八千把。 

 

八千把地区担当の中 です。申請番号１番と２番について説明します。１番、申
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請地は、古閑中町の区画整理区域内の○○○○○○〇より東へ△△△メートルいっ

たところで、現状造成済みの農地で、ここを駐車場として利用したいといった申請

になります。何ら問題はないと思います。２番、申請地は古閑中町の区画整理区域

内の□□□□□□□より東へ○○〇メートル行ったところで、現況造成済みの農地

で、ここに個人住宅を建築したいといった申請になります。何ら問題はないと思い

ます。審議お願いします 

 

３番、太田郷 

 

太田郷担当の渡邊です。申請番号３番から５番についてご説明いたします。２５

日有馬委員とともに申請地の確認に参りました。申請番号３番、中片町○○○○線

沿い△△△△△△△と□□□□交差点より南へ○○〇メートルの道沿い西側となり

ます。受け人の方が申請地を両親より借り受け、個人住宅を建築したいとのことで

した。周辺は住宅地に囲まれ、何ら問題はないと思います。続きまして、申請番号

４番、長田町、△△△△線沿い□□□□□□□□□□□付近の信号交差点より○○

メートル西側となります。受け人の方が申請地を買い受け、アパート１棟を建築し

たいとのことでした。周辺に農地はなく、何ら問題はないと思われます。最後に申

請番号５番、竹原町△△△△△△より南側□□メートルの交差点の〇角となりま

す。受け人の方が所有しているアパートは、今まで近隣事業所との法人契約をして

おり、駐車場不要の入居者だったが、この度、法人契約終了となり、新たな入居者

用の駐車場が必要となったことから、申請地を借り受け、駐車場として利用したい

とのことでした。周辺は住宅街となっており、問題はないと思われます。以上、ご

審議方よろしくお願いします。 

 

６番、高田。 

 

高田の山﨑です。申請番号６番、先ほど説明しましたように、○○○○〇から山

の方へは入りまして、△△△メートルほど行ったところに、ちょうど□□□□□□

があります。鉄道から８メートル引かないと建物は立てられないということでござ

いましたので、７月２６日内田委員とともに現地を確認しました。ご審議のほどよ

ろしくお願いします。 

 

７番、千丁。 

 

 申請番号７番、千丁担当上原です。申請地は、○○道路△△△△線□□□□□

□、○○の方へ△△△メートルの左側になります。７月２２日、深田農業委員他３
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名で現地調査をしました。また本人からもいろいろ話を聞きました。営農型太陽光

発電設備で日光を遮断する障害物もなく、十分な電力を得られるため、太陽光発電

設備ソーラーパネル５５８枚を設置する申請です。転用面積は支柱等の面積１．４

平方メートルですが、パネルの下部では、平成３０年から令和５年１２月まではア

シタバを栽培していましたが、今回、譲渡人と譲受人が交代し、飼料用米を作付け

することになりました。既に田植えしてありました。何ら問題ないと思います。ご

審議よろしくお願いいたします 

 

 ８番、鏡。 

 

 鏡地区担当の上村です。申請番号８番９番について説明します。申請番号８番、

譲受人は農地付き空き家の購入を計画しましたが、申請地の一部は農地のままであ

ることが判明したための申請です。申請地は宅地としての土地であり、付近の農作

物に被害を及ぼすことはないものと思われます。ご審議のほどよろしくお願いしま

す。なお、無断転用のため始末書が添えられております。申請番号９番、譲受人は

土木建築業を営んでおり、○○○○〇線から交通の便が良いと申請地を買い受け、

資材置き場として利用したいとのこと、申請地は田んぼと畑に囲まれており、周辺

農地への影響はないものと思われます。ご審議のほどよろしくお願いします 

 

 以上の案件につきまして、皆さんから何か質問はございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで認めることといたします。なお、７番の○○の案件は、営

農型太陽光発電施設であることから、県の諮問会議に(許可相当)として進達しま

す。 

 

 次に、議案第２３号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より

説明をお願いします。 

 

 議案第２３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、議案書１ペ

ージから３ページのとおり付議いたします。 
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議長 

 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

今月は、売買による取得が１０件、贈与による取得が１件、区分地上権の許可申

請が１件ありました。最初に売買及び贈与による所有権移転についてご説明しま

す。地目は、田 １万６,３８５ 平方メートル、畑 ９９５ 平方メートル、 

計 １万７,３８０ 平方メートルです。内容につきましては、議案書記載どおりで

す。これらは、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると考えます。 

 次に、８番の区分地上権の設定ついてご説明します。地目は田、５,５６１平方メ

ートルのうち、２,７９８平方メートルです。内容につきましては、先ほど御審議い

ただきました営農型太陽光発電設備設置のため、農地の空中部分に区分地上権設定

の許可を申請するものです。太陽光発電設備の設置者は、農地の空中部分を利用す

ることから、農地法第３条第１項の許可を受けることが必要です。 

 今回は、太陽光発電設備の設置者と営農者が同一である案件となります。 

なお、農地法第３条第２項、ただし書により、農地法第３条第２項各号に列記され

ている全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件を満たす必要が

ない案件になります。それでは、御審議方よろしくお願いします。 

 

 

 ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから

説明をお願いします。 

 

 １番、郡築 

 

 郡築担当吉田です。申請番号１番について説明いたします。７月２５日現地確認

を行いました。出し手は申請地から離れたところに居住しており、農作業機を運べ

ず、耕作困難な状況であります。受け手は、A型事業所を複数展開しており、農作業

所として利用したいとのことで、何ら問題はありません。審議お願いします 

 

 ２番、昭和 

 

 昭和の斎藤です。申請番号２番について説明いたします。今月の２５日に松本委

員と現地確認を行ないました。渡し人の方は後継者がなく、規模縮小を考えておら

れます。受け人の方に相談されたところ、今回の合意となりました。受け人の方は

法人であり、トマトを中心に規模の拡大をされており、何ら問題はありません。ご

審議方よろしくお願いいたします。 

 

 ３番、八千把。 
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推進委員 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 八千把地区担当の中 です。申請番号３番について説明します。申請地は○○〇

町の△△△△△△△△△△より東へ□□□メートルいったところで、現況荒地状態

の農地で、ここを買い受けてレタスを耕作したいといった申請になります。何ら問

題ないと思います。審議お願いします。 

 

 ４番、松高。 

 

 八代・松高地区担当の鞍本です。申請番号４番について説明します。７月２３日

に倉井委員さんと申請地を確認しました。案件は譲受人が申請地を取得して規模拡

大を図るものです。譲受人は大規模農家で、周辺農地で農業を営んでおります。申

請地は、井揚町の○○○○○○の東側に細長く位置して、西側は△△△△△で、東

側に用悪水路があり、周辺農地への日照関係、水害等の影響は何ら問題ないと思い

ます。ご審議方よろしくお願いします。 

 

 ５番、坂本。 

 

 坂本担当の宮本です。申請番号５番から７番について説明します。申請番号５

番、７月２３日、中村委員、譲渡人、譲受人の４名で現地確認を行ないました。地

目は畑、譲渡人は高齢であり、申請地を耕作できず、放置状態で、譲受人は規模拡

大のための申請ですので、問題ないと考えます。ご審議方よろしくお願いします。

申請番号６番７番は、譲受人は違いますが、譲渡人は同じ、申請理由も同じなので

一緒に説明をいたします。７月２４、２５日中村委員、譲渡人、譲受人の４名で現

地確認を行ないました。譲渡人は後継者がおらず、営農を続けることが困難であ

り、譲受人が借り入れをしている農地を今回購入するという申請になります。問題

はないと思います。ご審議方よろしくお願いします。 

 

 ８番、千丁。 

 

 申請番号８番、千丁担当上原です。場所は○○道路□□□□線△△△の信号機よ

り○○へ△△△メートルの左側です。７月２２日に農業委員他３名で現地調査をし

ました。営農型太陽光発電設備の２．９メートルから３．６９メートルの区分地上

権についての申請です。何ら問題ないと思います。ご審議よろしくお願いいたしま

す。 

 

 ９番、鏡。 
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議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鏡地区担当の藤山です。申請番号９番について説明します。７月２３日、譲受人

の法人より聞き取りを行ないました。法人は農地所有適格法人であり、営農目的で

取得しようとするものです。今後経営規模の拡大を更に図りたいとのことでした。

なお、申請地の確認を行ないました。申請地には単棟ハウスを建て、ブロッコリー

の育苗施設を作るということでした。周辺農地への影響はないと思います。ご審議

方よろしくお願いします 

 

 １０番、鏡。 

 

 鏡地区担当の上村です。申請番号１０番、１１番について説明します。申請番号

１０番、譲渡人は高齢のため、農業を続けるのは困難な状況です。譲受人は露地野

菜農家で、後継者もあり、今回の申請は規模拡大のためのです。問題はないものと

思われます。よろしくお願いします。申請番号１１番、譲渡人は農業経営をしない

とのことです。譲受人は農業を営みたく、農地付き空き家を購入したい、先々は農

業収入を増やしたいと意欲があり、問題はないものと思われます。ご審議のほどよ

ろしくお願いします。 

 

 １２番、鏡。 

 

 鏡地区担当の寺本です。１２番について説明します。申請地は○○〇線△△△△

より東へ□□□メートルのところです。数年前から受け手の方が隣接地である申請

地をイチゴ栽培用に借りて利用されておりました。今回所有権の移転の申請になり

ます。何も問題ないと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

 以上の案件につきまして、皆さんから何か質問はございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで認めることといたします。よって申請を許可いたします。 

 

 議案第２７号 農用地利用集積計画について、事務局より説明をお願いします。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 議案第２７号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律

第５６号）附則第５条第１項の規定による、農用地利用集積計画を、議案書９ペー

ジから３０ページのとおり付議いたします。 

今月は、貸借権設定が３０件、面積は１６万３,７６８平方メートル、所有権移転

が８件、面積は３万４９４平方メートルです。これら、申請のあった案件につきま

しては、農用地等の効率的利用や、農作業の常時従事など、各要件を満たしている

と考えます。 

 なお、この基盤強化法による、農用地の売買では、農地中間管理機構へ譲渡した

場合など、譲渡所得の特別控除が受けられる優遇措置が取れますので、農地とし

て、売買の相談があった場合は、事務局にお尋ねいただきますようお願いいたしま

す。来月８月の熊本県農業公社との農地の所有権移転は、８月９日（金曜日）に実

施いたします。関係する地区は、昭和同仁町、鏡町野崎、鏡町貝洲、鏡町北新地で

す。地区の担当委員さんにおかれましては、ご出席いただきますよう、よろしくお

願いいたします。以上で説明を終わります。 

 

 ただいま事務局から説明がありましたが、皆さん、何か質問はありませんか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

 質問がなければ、これは農用地利用集積計画でございますので、原案どおり決定

することといたします。 

 

 次に、議案第２８号 農用地利用集積計画の一括方式について、事務局より説明

をお願いします。 

 

 議案第２８号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律

第５６号）附則第５条第１項の規定による農用地利用集積計画について 議案書３

１ページから３６ページのとおり付議いたします。 

今月の農用地利用集積計画は、賃借権設定が７件で、面積は、２万２，０５１平

方メートル、使用貸借権設定が３件で、面積は、１万２４０平方メートル、合計の

面積は、３万２，２９１平方メートル です。これら申請のあった案件につきまして

は、農用地等の効率的利用や、農作業の常時従事など、各要件を満たしていると判

断されます。議案第２８号の説明につきましては、以上です。 

 

ただいま事務局から説明がありましたが、皆さん、何か質問はありませんか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 （質問、意見なし） 

 

 質問がなければ、これは農用地利用集積計画でございますので、原案どおり決定

することといたします。 

 

 次に、議案第２９号 農用地利用集積等促進計画案について、事務局より説明を

お願いします。 

 

 議案第２９号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第２項の規定によ

り作成した農用地利用集積等促進計画案について、議案書３７ページから３９ペー

ジのとおり付議いたします。 

 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項により、農用地利用集積等

促進計画案について、農業委員会へ意見を聴くというものです。 

今回の案件は、更新が２件、配分先の変更が３件、権利の移転が１件です。受け

人・農地につきましては、議案書記載のとおりです。なお、申請のあった案件につ

きましては、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３

号に規定されている農用地等の効率的利用や、農作業の常時従事を満たしていると

判断されます。議案第２９号の説明につきましては、以上です。 

 

 ただいま事務局から説明がありましたが、皆さん、何か質問はありませんか。 

 

 （質問、意見なし） 

 

 質問がなければ、これは農用地利用集積等促進計画でございますので、原案どお

り決定することといたします 

 

 次に、議案第３０号 農地中間管理機構による農用地の買入協議について、事務

局より説明をお願いします。 

  

 議案第３０号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律

第５６号）附則第３条第２項の規定による、農地中間管理機構への買入れ協議の要

請を、議案書４０ページのとおり付議いたします。 

今回、議案書記載の所有者から、７月９日に、同法附則第３条第１項の規定によ

る、所有権移転のあっせん申出がありました。しかし、不調に終わったため、八代

市長に対し、同法附則第３条第２項の規定により、当該農用地の所有者に通知をす
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議長 

 

 

 

るよう、要請をするものです。買入れ協議制度における、市長への買入れ協議の要

請は、農用地の所有者から利用権の設定等について、あっせんを受けたい旨の申出

があった場合は、認定農業者等に農地を利用集積するため、一旦、熊本県農業公社

が買い入れることを必要と認め、市長から、所有者と県農業公社で、買入れについ

て協議をしてください、ということを通知していただくものです。 

 この買入れ協議の通知は、買入れ協議制度を適用する場合の必須要件となってお

ります。制度の対象となる農地は農用地等であり、受け手は、認定農業者が優先さ

れ、買入れ協議が成立しますと、所有者は、１，５００万円までの譲渡所得の特別

控除が受けられることになります。以上で説明を終わります。 

 

 ただいま事務局から説明がありましたが、皆さんから何か質問はございません

か。 

 

（質問、意見なし） 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで可決されました。八代市長に買入れ協議の要請をいたしま

す。 

 

 次に、議案第３１号 非農地証明願について、事務局より説明をお願いします。 

 

 議案第３１号 非農地証明願について、議案書４１ページのとおり付議します。 

今月の申請は１件で、その内容は議案書記載のとおりです。1番の案件は、山林で

あることの証明願です。申請地は、以前より山林として利用していましたが、今

般、地目が畑であることが判明しました。現地は、山林の様相を呈しており、農地

に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合に該当し、７月３日に、東

陽地区農地利用最適化推進委員による現地調査を行った結果、非農地と判断してい

るところです。ご審議方お願いいたします。 

 

 ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから説

明をお願いします。 

 

 １番、東陽。 
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 東陽地区担当の黒田です。１番の案件については、先ほど事務局から説明があり

ましたとおりで、７月３日に事務局職員と現地調査を行った結果、現地は山林の様

相を呈しており、非農地としても何ら問題ないと思われます。ご審議のほうよろし

くお願いします。 

 

 ただいま事務局から説明がありましたが、皆さんから何か質問はございません

か。 

 

（質問、意見なし） 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで、認めることとし、農地法第２条第１項に規定する農地に

該当しないため、証明書を交付することに決定いたします。 

 

 次に、議案第３２号 農地法第３条買受適格者証明について、事務局より説明を

お願いします。 

 

 議案第３２号 農地法第３条買受適格者証明について、議案書４２ページのとお

り付議いたします。 

今月の証明願は２件で、内容につきましては議案書記載のとおりです。まず、買

受適格証明について説明いたします。買受適格証明は、競売・公売参加者が農地法

で定める適格者であるかどうかを証明するもので、農地法の許可の権限を有する農

業委員会が交付することになっております。農地の競公売に参加できるのは、買受

適格証明の発行を受けた農地法上の適格者のみとされています。また、買受適格証

明の発行の判断基準につきましては、耕作目的で取得をしようとするならば、農地

法３条許可申請の可否と同趣旨となります。証明書の交付後、競公売に参加して最

高価買受申出人となった者は、農地法３条の許可申請を行うこととなります。 

 今回、議案書記載の出願人につきましては、農地法第３条第２項各号には該当し

ないため、交付要件のすべてを満たしていると考えます。それでは、ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

 

ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから説
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推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

明をお願いします。  

 

 １番、郡築。 

 

 郡築担当の吉田でございます。農地競売に参加したく、買受適格証明願が２名の

方から出されております。１名は、競売物件の近くに居住しており、農業経営を拡

大したいとのこと、もう１名は、少々離れたところに居住しているものの、作業圏

内であるということ、２名とも日頃から農業経営に熱心に取り組んており、何ら問

題ないと思います。ご審議お願いします。 

 

 以上の案件につきまして、皆さんから何か質問はございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手全員ということで、認めることといたします。よって、証明書の交付を許可

いたします。 

 

 本日予定の議案は全て終了しました。 

 

今月は、地目変更届、農地法第 1８条第６項の規定による合意解約の届出があり

ましたので、報告します。 

これをもちまして、 ７月の八代市農業委員会を閉会いたします。 

八代市農業委員会会議規則第１９条第１項の規定により署名する。 

 

令和６年７月２９日 

 

      八代市農業委員会 会長                

 

      八代市農業委員会 委員                

 

      八代市農業委員会 委員                


